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岡 山 市
建築指導課
086-803-1445

○ ○ ○ 80% 115 ○ ○
高齢者等 80%

80 80 80 -
その他 50%

倉 敷 市
建築指導課
086-426-3501

○ ○ ○ 80% 115 ○ ○
高齢者等 80%

80 80 80 ○
その他 50%

津 山 市
都市計画課
0868-32-2099

○ ○ ○ 80% 115 ○ ○
高齢者等 80%

80 80 80 -
その他 50%

玉 野 市
都市計画課
0863-32-5538

○ ○ ○ 80% 100
○

7月～
○

高齢者等 80%
80 80 80 ○

その他 50%

笠 岡 市
都市計画課
0865-69-2141

○ ○ ○ 50% 80 ○ ○ 全世帯 50% 40 20 10 -

井 原 市
都市施設課
0866-62-9527

○ ○ ○ 80% 115 ○ ○
高齢者等 80%

80 80 80 -
その他 50%

総 社 市
建築住宅課
0866-92-8289

○ ○ ○ 50% 50 ○ ○
高齢者等 80%

40 20 10 ○
その他 50%

高 梁 市
都市整備課
0866-21-0237

○ ○ - 80% 115 ○ ○ -

新 見 市
都市整備課
0867-72-6118

○ ○ ○ 80% 115 ○ ○
高齢者等 80%

80 80 80 -
その他 50%

備 前 市
都市計画課
0869-64-1834

○ ○ - 80% 115 ○ - -

瀬戸内市
建築住宅課
0869-22-2649

○ ○ ○ 80% 100 ○ - 全世帯 50% 40 20 10 ○

赤 磐 市
建 設 課
086-955-1485

○ ○ ○ 80% 100 ○ ○
高齢者等 80%

80 - - -
その他 50%

真 庭 市
まちづくり推進課
0867-42-7781

○ ○ ○ 80% 115 ○ ○
高齢者等 80%

80 80 80 -
その他 50%

美 作 市
都市住宅課
0868-72-6697

○ ○ ○ 80% 115 ○ -
高齢者等 80%

80 80 80 -
その他 50%

浅 口 市
まちづくり課
0865-44-9044

○ ○ ○ 80% 100 - - 全世帯 50% 40 20 10 -

和 気 町
都市建設課
0869-93-1127

○ ○ - 80% 115 ○ - -

早 島 町
建 設 課
086-482-0614

○ ○ ○ 80% 115 - -
高齢者等 80%

80 80 80 -
その他 50%

里 庄 町
農林建設課
0865-64-7214

○ ○ - 50% 50 - - -

矢 掛 町
建 設 課
0866-82-1014

○ ○ ○ 80% 115 ○ ○
高齢者等 80%

80 80 80 -
その他 50%

新 庄 村
産業建設課
0867-56-2628

○ ○ - 23% 50 ○ - -

鏡 野 町
建 設 課
0868-54-2989

○ ○ - 80% 115 - ○ -

勝 央 町
産業建設部
0868-38-3113

○ ○ - 80% 115 ○ - -

奈 義 町
地域整備課
0868-36-4115

○ ○ - 80% 115 ○ - -

西粟倉村
建 設 課
0868-79-2231

○ ○ - 80% 115 ○ - -

久米南町
建設水道課
086-728-4413

○ ○ - 23% 50 ○ - -

美 咲 町
建 設 課
0868-66-2874

○ ○ - 23% 50 ○ - -

吉備中央町
建 設 課
0866-54-1319

○ ○ - 23% 46 - - -
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※ 【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合、耐震改修の補助率と補助限度額は表の数値の１／２になります。

（令和8年4月現在）


